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【表紙】白水ダム 

白水ダムは本市荻町にある灌漑用水の調整ダムで、正式名称は「白水溜池堰堤(はくすいためいけ

えんてい)」である。本ダムは、もともと地盤の弱い場所にあるので水圧を抑えるため、水がなだら

かな曲線を描いて落ちる様に設計されており、右岸の波紋は「武者返し」、左岸は「階段」風と石造

りの壁を流れ落ちる姿は『日本一美しい』と言われている。 
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第１章 はじめに 

１．１ 『竹田市水道事業ビジョン 2018』策定にあたって 
 竹田市の水道事業は、昭和 7年 7月 21 日に創設認可を受け、翌々年 3月に給水を

開始しました。その後、増大する水需要に対応するため 8次に及ぶ拡張事業を実施

し、現在では、計画給水人口 10,700 人、計画給水量 6,000m3/日として、安全で安

定した水の供給に努めています。 

 また、平成 17 年 4 月 1 日に 1市 3町（旧竹田市、旧荻町、旧久住町、旧直入町）

で合併し、水道事業のほか、公営の 10 簡易水道事業、組合営簡易水道 5事業、その

他の 84 水道施設があります。 

 本市では、平成 16 年 6 月に厚生労働省より策定された「水道ビジョン」より、「安

心」、「安定」、「持続」、「環境」、「国際」の 5つの政策課題に沿って、平成 22 年 3

月に『竹田市水道ビジョン』を策定しました。 

 さらに、平成 25 年 3 月に、厚生労働省は「新水道ビジョン」を策定・公表されま

した。この新水道ビジョンでは、平成 16 年の水道ビジョンから約 9年が経過し、水

道の取り巻く環境が大きく変化していることから、50 年、100 年後の将来を見据え、

水道の理想像を明示するとともに、今後、当面の間に取り組むべき事項、方策を提

示したものです。 

 新水道ビジョンに示された「持続」、「安全」、「強靭」の観点から『竹田市水道事

業ビジョン 2018』として改訂しました。 

 

 

  

給水人口や給水量が減少した状況においても、健全かつ安定的な事業運営が
可能な水道

全ての国民がいつでもどこでも、水をおいしく飲める水道

自然災害等による被災を最小限にとどめ、被災した場合であっても、迅速に
復旧できるしなやかな水道

持続 

安全 

強靭 
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１．２ 『竹田市水道事業ビジョン 2018』の位置づけ 

『竹田市水道事業ビジョン 2018』は、本市の上位計画である「新市建設計画」、 

「竹田市都市計画マスタープラン」で示された方針を基本とし、平成 25 年 3 月に厚

生労働省から公表された「新水道ビジョン」で掲げられた「安全」、「強靭」、「持続」

の理想像に向け、本市水道事業が目指すべき方向性と実現のための方策を示すもの

です。 

 本ビジョンは、本市の社会情勢や地域特性を踏まえ、水道事業の現状を適切に分

析・評価した上で、本市水道事業として目指すべき将来像を設定し、これを実現す

るための方策を示します。 

 

 

 

１．３ 『竹田市水道事業ビジョン 2018』の計画期間 

 「「水道事業ビジョン」作成の手引き」では、「当面の目標点を策定から概ね 10

年後とし、50 年、100 年先の将来を見据えた水道事業の理想像を明示することを基

本とする。」とあります。 

 これより、本水道事業ビジョンの目標年度を 10 年後とし、計画期間を平成 30 年

度(2018)から平成 39 年度(2027)とします。 

 

計画期間：平成３０年度(2018) ～ 平成３９年度(2027) 

新市建設計画

(平成16年5月
(平成29年3月一部変更))
①上水道、簡易水道の整備

竹田市都市計画
マスタープラン(平成25年3月)

①施設の耐震化　　　
②中央監視システム、

　　　水道管理システムの構築
③老朽配水管の更新　

竹田市水道ビジョン
（平成22年3月）

①市民サービスの向上　　　　　　
②水道事業の財政基盤の強化　　　
③市民一体となった水道環境の構築

　

新水道ビジョン
(平成25年3月、厚生労働省)

①安全な水道　　　　
②強靭な水道　　　　
③水道サービスの持続

竹田市水道事業ビジョン2018
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１．４ 簡易水道事業の上水道事業への統合について 
 本ビジョンでは、平成 32 年度を目標に、公営 10 簡易水道事業を上水道事業へ事

業統合する計画としています。事業統合の経緯や必要性は以下のとおりです。 

 

1.4.1 事業統合に係る現在に至るまでの経緯 

 簡易水道は、事業規模が小さいことから経営基盤が脆弱であることから、地域住

民に対するサービス水準の維持向上等を図る観点から、財務・技術基盤を強化して

いくには、事業の統合による効率的な経営体制の確立を図ることが重要です。 

そこで、平成 19 年 6 月に簡易水道の統合を目的として、「簡易水道等施設整備費

国庫補助金交付要綱」等が一部改正され、事業経営者が同一であって、会計が同一

または一体的な管理が可能な既存の水道事業が存在する簡易水道施設に関する事業

は国庫補助の対象とされないこととなりましたが、他の水道事業と統合する「簡易

水道事業統合計画」を策定し、平成 21 年度までに厚生労働省の承認を得た場合、平

成 28 年度末までの簡易水道等の整備に対して国庫補助を受けることができるとし

て、本市においても、平成 22 年 1 月に「簡易水道事業統合計画書」を策定し、厚生

労働省へ提出しました。 

本統合計画では、平成 28 年度に、市で運営している水道事業（上水道および簡易

水道）について、事業統合を行い竹田市上水道事業に一体化し、その他組合営簡易

水道等はそのまま存続させるものとしました。 

しかし、東日本大震災などの自然災害や他事業の進捗、地権者等との交渉等によ

る整備の遅れ等の理由により、工期を延長せざるを得ない事業については、平成 31

年度末まで期限を延長することとなりました。 

本市では、災害復旧などの理由により、統合計画で示した平成 28 年度の統合が遅

れることになりました。今回、新たに平成 32 年度を目標として、簡易水道の事業統

合を行う計画です。 

 

1.4.2 事業統合とは 

 事業統合とは、上水道事業、簡易水道事業の複数の事業を一つの事業（認可）に

することであり、水道事業管理者等も一つ、会計についても一つとすることです。 

 これより、事業統合に伴い、簡易水道事業を廃止し、これらの簡易水道区域の給

水区域、給水人口、給水量が上水道事業に含むこととなります。 

また、会計については、水道事業では公営企業会計、簡易水道では一般会計とな

っています。 

簡易水道事業については、総務省より現在、公営企業会計を適用していない簡易

水道事業等に対して公営企業会計の適用を促進し、平成 31 年度までに、公営企業
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会計に移行するように求められており、本市でも、事業統合する平成 32 年度を目標

に企業会計移行の準備を行っています。 

  

1.4.3 県内の状況 

県内では、平成 29 年度に中津市、宇佐市、玖珠町、平成 30 年度に豊後高田市、

佐伯市、豊後大野市が簡易水道事業統合を行っています。 

 

1.4.4 簡易水道事業を統合する必要性 

本市において、今後、必要となる老朽化施設の更新需要はアセットマネジメント

による検討より、上水道施設は今後 40 ヶ年で 3,800 百万円程度、簡易水道施設は今

後 40 ヶ年で 11,000 百万円程度との結果となり、簡易水道は上水道における更新需

要の約 3倍もの更新需要が試算されています。 

簡易水道を統合しなければ、この莫大な更新費用（40 ヶ年で 110 億程度、年間 3

億程度）に対して、国庫補助金を活用することができず、そのほとんどを一般会計

からの繰入れにより賄わなければなりません。 

 このようなことから、簡易水道事業を統合することにより、地域住民に対するサ

ービス水準の維持向上のほか、国庫補助金の活用により一般会計からの繰入金を低

減することができる等の利点が挙げられます。 
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第２章 水道事業の現状評価・課題 

２．１ 水道事業の沿革 
本市の水道事業は、昭和 7年 7月 21 日に創設認可を受け、翌々年 3月に給水を開

始しました。その後、増大する水需要に対応するため 8次に及ぶ拡張事業を実施し、

現在では、計画給水人口 10,700 人、計画給水量 6,000m3/日として、安全で安定し

た水の供給に努めています。 

 また、本市には、上水道事業◆1のほか、平成 17 年 4 月 1 日に 1市 3町（旧竹田

市、旧荻町、旧久住町、旧直入町）の合併に伴い、公営の 10 簡易水道事業◆2、組合

営簡易水道 5事業、その他の 84 水道施設があり、平成 32 年度目標に公営の 10 簡易

水道事業を上水道へ統合する計画です。 

 

表 2.1.1 竹田市の水道事業・簡易水道事業 

事業名 
給水人口 

計画給水量 認可年月日 
計画 現在(H28) 

竹田市上水道事業 10,700 人 6,843 人 6,000m3/日 平成 17 年 4月 1日 

公 

営 
簡 
易 

水 

道 

事 

業 

泉水簡易水道事業 212 人 136 人 106.13m3/日 平成 17 年 4月 1日 

妙見瀬ノ口簡易水道事業 370 人 181 人 160m3/日 平成 22年 3月 31日

下片ケ瀬簡易水道事業 210 人 105 人 99.4m3/日 平成 17 年 4月 1日 

戸上簡易水道事業 124 人 81 人 141.1m3/日 平成 23年 10月 7日

松本簡易水道事業 546 人 411 人 235.4m3/日 平成 17 年 4月 1日 

荻簡易水道事業 3,900 人 2,905 人 2,300m3/日 平成 17 年 4月 1日 

久住簡易水道事業 1,210 人 957 人 490m3/日 平成 17 年 4月 1日 

都野簡易水道事業 900 人 807 人 550m3/日 平成 17 年 4月 1日 

白丹簡易水道事業 200 人 193 人 110m3/日 平成 17 年 4月 1日 

直入中央簡易水道事業 1,300 人 882 人 685m3/日 平成 17 年 4月 1日 

計 8,972 人 6,658 人 4,877m3/日 － 

竹田市計 19,672 人 13,501 人 10,877m3/日 － 

 
 

◆1：上水道事業：計画給水人口が 5,000 人を超える水道 

◆2：簡易水道事業：計画給水人口が 100 人を超え、5,000 人以下である水道 
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表 2.2.1 水源および浄水方法 

事業名 水源名 種別 計画取水量 浄水方法 備考 

上水道 

第１水源 伏流水 4,590 m3/日 塩素消毒 水利権 

第２水源 湧水 790 m3/日 塩素消毒  

第４水源 深井戸 620 m3/日 塩素消毒  

泉水 泉水水源 湧水 106 m3/日 塩素消毒  

妙見瀬ノ口 妙見瀬ノ口水源 湧水 160 m3/日 塩素消毒  

下片ケ瀬 
第１水源 湧水 214 m3/日 塩素消毒  

第２水源 深井戸 (予備水源) 塩素消毒  

戸上 戸上水源 湧水 141.1 m3/日
硝酸態窒素除去 

＋塩素消毒 
 

松本 
第１水源 深井戸 117.7 m3/日

塩素消毒 
 

第２水源 深井戸 117.7 m3/日  

荻 

中山水源 湧水 98 m3/日 塩素消毒  

倉小野水源 湧水 170 m3/日 塩素消毒  

陽目第 1水源 湧水 771.75 m3/日 塩素消毒  

大平水源 湧水 63.75 m3/日 塩素消毒 遊休水源 

黒岩水源 湧水 19.125 m3/日 塩素消毒 遊休水源 

藤渡水源 深井戸 283.75 m3/日 塩素消毒  

陽目第２水源 湧水 893.625 m3/日 塩素消毒  

久住 

第１水源 湧水 330 m3/日

前処理＋上向性ろ過 

＋塩素消毒 

 

第２水源 表流水 88 m3/日  

第３水源 伏流水 10 m3/日  

第４水源 深井戸 100 m3/日 遊休水源 

都野 都野水源 表流水 605 m3/日
遊離炭酸除去＋ 

上向性ろ過＋塩素消毒 
 

白丹 白丹水源 表流水 110 m3/日
前処理＋上向性ろ過 

＋塩素消毒 
 

直入中央 
第１水源地 湧水 386 m3/日 塩素消毒  

第２水源地 湧水 299 m3/日 塩素消毒  
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：給水区域面

及状況、供給

老朽化施設の

の健全性、安

水道サービス

況

と水質管理状

安全な水の保

進捗状況

体制、復旧体

危機管理への

題の抽出

出の視点 

向け、関係

ような状況

理想像で掲

分析、評価

の指針とし

、各業務指

）と比較し

3条件で抽

7)年度実績

水道統計(

本市の区分

 〃  

 〃  

面積１ha 当た

給能力

の状況

安定性

スの持続性

状況

保証

体制

の対応の徹

- 9 - 

係者が取り

況にあるか

掲げる「持

価を行い、

します。 

指標を用い

しています

出し、分析

績値、参考

日本水道協

分：6,966 人

：湧水等→

：0.91 千 m

りの年間有収

性の確保

徹底

組むべき事

かを把握し、

持続」、「安全

課題を抽出

て、上水道

す。 

析の基本と

とする全国

協会)および

人→5 千～1

→その他）

m3/ha→全国

収水量（料金

事項、方策

その状況

全」、「強靭

出すること

道と全国、大

なるデータ

国平均値、県

び地方公営

万人） 

 

国平均未満

金徴収の対象

策等を示すに

況を踏まえる

靭」の観点か

で、今後、

大分県内、

タについて

県平均値お

営企業年鑑(

満） 

となった水量

にあた

ること

から、

本市

 

全国の

ては、本

および類

(地方財

量） 



 

2.3.2 

 本市

尽力し

少、老朽

足等、今

なけれ

ここ

状況、事

スを持続

 

1）水道

① 給水

 給水普

では 96

る一方

なお

ってい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状評価

では、現在

てきました

朽化した施

今後とも、

ばなりませ

では、「持続

事業運営の

続していく

道の普及状

水普及率お

普及率は、

6.0％と比較

で、白丹、

、給水人口

ます。 

・課題【持

在までに安

た。しかし

施設の更新

安定した

せん。 

続」につい

の健全性・

くための課

況、供給能

よび給水人

給水区域

較的高い値

下片ケ瀬

口は、上水

図 2.3.2.

図 2

持続】 

全、安心の

、人口減少

、耐震化の

水道サービ

いて、水道の

安定性の観

題を抽出し

能力 

人口 

内に居住す

値となってい

で 50％代と

道で 6,843

1 給水普及
【上

2.3.2.2 上

- 10 -

の水道水を

少および水

の推進、水

ビスを持続

の普及状況

観点から現

します。 

する人口に

います。簡

と極端に低

3 人、簡易

 

 

 

及率・給水人口
水道、簡易水

水道、簡易水

安定供給す

道使用量の

道事業を支

続するために

況・供給能力

現状評価を行

対する給水

簡易水道では

低い値となっ

水道で 6,6

口（平成 28 年
水道】 

水道人口の割

する水道サ

の低下に伴

支える職員

には多くの

力、経年化

行い、安定

水人口の割

は、荻、都

っています

658 人とほ

年度実績） 

割合 

サービスの提

伴う給水収益

員の深刻な人

の障害を乗り

化・老朽化施

定した水道サ

割合です。上

都野で高い値

す。 

ほぼ同じ規模

提供に

益の減

人員不

り越え

施設の

サービ

上水道

値であ

模とな



 

② 施設

 上水道

大稼働

類似団体

ています

 水使用

すると

と、お

率の差

模に応

判断で

 また

をみる

丹で施

100％を

れら地

(P.11 参

設利用

 

 

※施設利

 最大稼

 負荷率

 

2）経年

① 経年

上水道

超過設備

団体等

してお

判断で

超過管路

団体等

ており

断でき

 

設利用率、最

道における

率、負荷率

体の平均値

す。 

用実態は、

、負荷率が

よび施設利

が小さいこ

じた水需給

きます。 

、各簡易水

と、松本、

施設利用率

を大幅に超

区は有効率

参照)である

を図る必要

利用率(B104)

稼働率(B105)

率  (B106)

年化、老朽

年化設備率

道における

備率(図 2

の平均値よ

り経年化施

き、逆に、

路率(図 2

と比較して

、経年化管

ます。 

最大稼働率、

る施設利用

率(図 2.3.

値と同程度

類似団体

が 85.0％と

利用率と最

ことから、

給となって

水道(図 2.

久住、都

、最大稼働

過していま

率が非常に

るため、適

要がありま

：1日平均給

：1日最大給

：1日平均給

化施設の状

、経年化管

る法定耐用

.3.2.4)は

より低い値

施設は少な

法定耐用

.3.2.5)は

て高い値を

管路が多い

負荷率 

率、最

2.2)は

となっ

と比較

高いこ

大稼働

施設規

いると

3.2.3)

野、白

働率が

ます。こ

低い値

正な施

す。 

給水量／1日給

給水量／1日給

給水量／1日最

状況 

路率 

年数

類似

を示

いと

年数

類似

示し

と判

- 11 -

給水能力×10

給水能力×10

最大給水量×

図 2.

図 2.3.2

図 2.3.

00（％） 

00（％） 

×100（％）

3.2.3 施設
【上

2.2 施設利用

.2.4 法定耐

設利用率等（平
上水道、簡易水

用率(B104)、
負荷率

耐用年数超過
【上水道】

平成 28 年度
水道】 

最大稼働率
率(B106)の比

過設備率(B502
 

実績） 

率(B105)、 
較【上水道】

2)の比較 



 

 法定

施設の使

のリス

定した水

るおそれ

な更新

は莫大

財源の確

 

 

※法定耐

 法定耐

 

② 施設

上水道

は 9.2％

管路に

10.8％

しか

半分以

が 50％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.2

 

◆4：健全

◆5：経年

◆6：老朽

耐用年数を

使用は、故

クが増大し

水の供給に

れがあるた

が必要です

な費用がか

確保が重要

耐用年数超過

耐用年数超過

設の老朽度

道における

％、老朽化資

ついては、

で、現時点

し、構造物

上が経年化

％を下回り、

2.6 構造物及

全資産、健全

年化資産、経

朽化資産、老

を超過して

故障や事故

し、安全、

に支障が生

ため、計画

すが、更新

かかるため

要です。 

設備率(B502

管路率(B503

合（アセッ

る構造物及

資産◆6は 1

健全管路

点では健全

物及び設備に

化、老朽化資

、さらに 3

及び設備の老

全管路：法定

経年化管路：

老朽化管路：

の

等

安

じ

的

に

、

2)：法定耐用

3)：法定耐用

ットマネジ

び設備につ

0.1％と、現
◆4は 69.2％

管路の割合

において、

資産となり

5 年後には

老朽度合【上水

定耐用年数以内

法定耐用年数

法定耐用年数

- 12 -

用年数を超えて

／機械

用年数を超えて

メントでの

ついて、健

現時点では

％、経年化

合が多くな

20 年後に

り、また、管

は半分以上が

水道】  

内の資産およ

数の 1.0～1.

数の 1.5 倍を

図 2.3.2

ている機械・

・電気・計装

ている管路延

の集計結果

健全資産◆4は

健全資産が

化管路◆5は

っています

は健全資産

管路におい

が老朽化管

図 2.3.2.7

よび管路 

5 倍の資産お

を超える資産

2.5 法定耐用

・電気・計装

装設備などの合

延長／管路延

） 

は 80.7％、

が大部分を

20.0％、老

す。 

産が 50％を

いては、15

管路となって

管路の老朽

および管路 

および管路 

用年数超過管
【上水道】 

装設備などの合

合計数×100

延長×100（％

経年化資産

占めていま

老朽化管路

を下回り、資

年後に健全

てしまいま

朽度合【上水

管路率(B503)

合計数 

0（％） 

％） 

産◆5

ます。

路◆6は

資産の

全管路

ます。 

水道】 

の比較 



 

簡易水

34.0％

資産が

管路

現時点

健全資産

います。

後には健

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.2

 

③ 有効

 有効

のうち

合であ

ほど漏水

増える

があり

 上水道

は、戸上

さらに妙

丹の 4 簡

配水し

るもの

 

※有効率

 

水道におけ

、老朽化資

多くなって

については

ではほとん

産が 30％を

。また、管

健全管路は

2.8 構造物及

効率【B111

率は配水池

、有効に使

り、経年化

水量が多く

ため、有効

ます。 

道および各

上を除き低

妙見瀬ノ口

簡水で 30％

た水量の

と判断され

率(B111)：年

ける構造物

資産は 10.8

ています。 

は、健全管

んどが健全

を下回り、

管路におい

はなくなり

及び設備の老

】 

池から配水

使用された

化管路の割

くなって無

効率が低く

各簡易水道

い値となっ

口、松本、

％台と、配

2／3 が漏

れます。 

間有効水量／

及び設備に

8％と、現時

路は 99.7％

管路です。

40 年後には

ては、20 年

、すべてが

老朽度合【簡易

した水量

水量の割

合が高い

効水量が

なる傾向

の有効率

っており、

都野、白

水池から

水してい

／年間配水量

- 13 -

について、

時点では健

％、経年化

今後、構造

はほとんど

年後に健全

が経年化、

易水道】  

量×100（％）

図 2.

健全資産は

健全資産が半

化管路は 0.

造物及び設

どが経年化、

全管路が 30

老朽化管路

図 2.3.2.9

 

3.2.10 有効
【上水

は 55.2％、

半分程度、

3％、老朽

設備において

、老朽化資

％を下回り

路となって

9 管路の老朽

効率（B111）
水道、簡易水

経年化資産

経年化、老

朽化管路はな

て、20 年後

資産となって

り、さらに

てしまいます

朽度合【簡易

（平成 28年
水道】 

産は

老朽化

なく、

後には

ていま

に 40 年

す。 

易水道】 

年度） 



 

3）事業

① 有収

 有収

有収率

ますが

いため

 本市

県内の有

均値を

す。 

B112 有

※有収率

 

事業

大分

由布市湯

別府

中津

日田

※大分県

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

業運営の健

収率【B112

率は、施設

が低くなる

、漏水、メ

、対策を講

上水道の有

有収率の平

下回ってい

PI 項目名

収率  （

率(B112)：年

表 2.3

業体名 

分市 

湯布院町 

府市 

津市 

田市 

県の水道（平

全性、安定

】 

設の稼動状

る原因とし

メーター不

講じる必要

有収率は 71

平均値は 86

いるため、

表

 

（％） 

間有収水量／

3.2 県内水

有収率 

88.2 

72.1 

86.1 

90.7 

91.6 

成 27 年度)、

図 2.3

定性 

況がどの程

て、漏水、

感による場

があります

1.8％、類似

6.2％となっ

今以上に漏

2.3.2.1 有

竹田

H26 

66.9 

／年間配水量

水道事業の有

事業体

佐伯市

臼杵市

津久見

竹田市

豊後高田

 

大分県環境

.2.11 県内

- 14 -

程度収益に

メーター

場合は、施

す。 

似団体平均

っています

漏水防止対

有収率の比較

田市上水道

H27 

64.5 

量×100（％）

有収率（平成

体名 有

市 

市 

見市 

市 

田市 

境保全課）参照

 

 

内有収率分布

つながって

不感、公共

施設効率が高

均値は 79.4

す。これより

対策等を行う

較【上水道】

H28 

71.8 

 

成 27 年度）

有収率 

83.1 

84.3 

85.6 

64.5 

90.1 

照 

布図【上水道

ているかを

共用水、消

高くても収

％となって

り、本市は

う必要があ

】 

全国 

平均 

90.3 

【上水道】（

事業体名

杵築市 

豊後大野市

日出町 

玖珠町 

宇佐市 

由布市狭間町

道】 

を示す指標で

消防用水等が

収益につなが

ています。

は類似団体、

あると判断さ

大分県 

平均 

類

86.2 

（％） 

名 有収

85

市 85

79

81

81

町 78

です。

があり

がらな

また、

、県平

されま

類似団体

平均値 

79.4 

収率 

5.1 

5.1 

9.4 

1.5 

1.7 

8.8 



 

② 固定

 固定

が高い

となる

い場合

資産等

資が考

 固定

万円で

回って

のほと

ている

であり

くなる

ている
 

C123 固定

※固定資

 

③ 職員

【C124

 職員

職員 1 人

みる指標

職員 1 人

ことを示

 職員

125,21

235,388

易水道

のの、

多数点在

定資産使用

資産使用効

ほど施設が

こともあり

は、遊休資

が存在し、

えられます

資産使用効

、類似団体

います。こ

んどを湧水

ため、浄水

、有形固定

ため、この

と考えられ

PI 項目名

定資産使用効率

資産使用効率

員一人当た

】 

一人当たり

人当たりの

標で、数値

人当たりの

示します。

1 人当た

5m3/人で、

8m3を大き

を含んだ場

平均値を下

在している

効率【C12

効率は、固

が効率的に

り、逆に、

資産・未稼

過剰設備

す。 

効率は8.0m

体平均値を

これは、水

水により賄

水施設が不

定資産が小

の比率が高

れます。 

表 2.3.2

 

（m3/万円） 

(C123)：年間

り有収水量

り有収水量

の労働生産

値が大きい

の生産性が

 

たり有収水

類似団体

く下回って

場合の職員

下回ってい

るため、生

3】 

定資産の面

使用されて

低

動

投

m3/

上

源

っ

要

さ

くなっ

.3 固定資

H26 

8.7

間配水量／有

量 

は、

性を

ほど

高い

量は

平均

ており、簡

一人当たり

ます。本市

産性は低下

- 15 -

面から施設

ていること

資産使用効率

竹田市 

H27 

8.9

有形固定資産

り有収水量

市は水量規

下する傾向

図 2.3.2

図 2.3

の使用効率

を示す反面

率の比較【上

H28 

8.0

（m3/万円）

量は、176,6

規模の割に給

です。 

.12 固定資

3.2.13 職員

率を計る指

面、安定給

上水道】 

全国 

平均 

7.1

663m3/人で

給水区域が

資産使用効率

員一人当たり
【上水道】 

指標です。こ

給水の面から

大分県 

平均 

類

6.1 

で若干上昇す

が広域で、施

（C123）【上水

有収水量（C

この率

ら問題

類似団体

平均値 

5.2

するも

施設が

水道】 

C124） 



 

C124 職員

※職員一

④ 給水

 給水

当たり

で、供給

回収の状

できます

 供給

したと

指標です

 給水原

係を示す

を下回

する費用

この比

 給水原

いても

回って

とが判

 した

給水原価
 

C115 給

C114 供

C113 料

※給水原

供給原

料金回

表

PI 項目名

員一人当たり有収

一人当たり有

水原価【C1

原価は、有

の製造費用

給原価と比

状況を把握

す。 

単価は、1m

きの平均収

す。 

原価と供給

す料金回収

っている場

用が水道料

率が著しく

原価は 186

181.8 円/m

いることか

断できます

がって、料

価の削減等

表 2

PI 項目名

給水原価（円

供給単価（円

料金回収率（

原価 (C115)

原価 (C114)

回収率(C113)

表 2.3.2.4 

 

収水量（m3/人） 

収水量(C124

15】、供給

有収水量 1

用を示すも

比較して原

握すること

m3の水を供

収入額を示

給単価との

収率が 100

場合は、給

料金のみで

く低い場合

6.1 円/m3で

m3と類似団

から、給水

す。 

料金改定に

等行ってい

2.3.2.5 給

 

円/m3） 

円/m3） 

（％） 

：(経常費用

：給水収益／

：供給単価／

職員一人当

H26 

129,031

4)：年間総有

単価【C11

1m3

の

価

が

給

す

関

％

水に要

賄われてい

は、適正な

であり、類似

団体平均値

に要する費

よる適正な

く必要があ

給水原価、供

H26 

204.9

180.9

88.3

－(受託工事

／年間総有収

／給水原価×

- 16 -

当たり有収水

竹田市 

H27 

127,985

有収水量／損益

 

4】、料金回

いないこと

な料金水準

似団体平均

より高くな

費用を料金

な料金収入

あると考え

供給単価、回

竹田市 

H27 

180.7

181.6

100.5

事費＋材料及び

収水量（円/m3

×100（％）

図 2.3.2.14

水量の比較

H28 

125,215

益勘定所属職

回収率【C1

を示します

準を検討する

均値を上回っ

なっており

金収入以外の

入の確保、あ

られます。

回収率の比較

H28 

186.1

181.8

97.7

び不用品売却

＋長期前入
3） 

4 給水原価(C

【上水道】 

全国 

平均 

372,695

職員数（m3/人

13】 

す。効率的

る必要があ

っています

、料金回収

の収入でも

あるいは費

 

較【上水道】

全国 

平均 

164.4

172.5

80.4

却原価＋附帯

入金戻入))／

115)、供給単価(
【上水道】 

大分県 

平均 

類

285,991 

人） 

的な経営を行

あります。 

す。供給単価

収率も 100％

賄われてい

費用の削減に

】 

大分県 

平均 

類

159.1 

180.9 

106.3 

帯事業費 

／有収水量（

(C114)、料金回収

類似団体

平均値 

235,388

行い、

価にお

％を下

いるこ

による

類似団体

平均値 

166.9

162.8

95.2

円/m3） 

収率(C113)



 

⑤ 1 ヶ

 上水道

り高く

ぐ 2 番

 

C116 1

C117 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.3

事業

大分

由布市湯

別府

中津

日田

※大分県

ヶ月当たり家

道における

、大分県内

目に高い料

表 2.3.2

PI 項目名

10m3当たり

20m3当たり

（家庭用

3.2.7 県内

業体名 

分市 

湯布院町 

府市 

津市 

田市 

県の水道（平

家庭用料金

る 1 ヶ月当

内では、10

料金となっ

2.6 １ヶ月

 

(円) 

(円) 

用、円/10m3

図 2.3.2.1

内水道事業の

料金 

1,339 

  890 

1,309 

1,613 

1,410 

成 27 年度)、

金（10m3当た

たりの家庭

m3 当たり料

ています。

当たり家庭

H26 

1,674 

3,402 

3）    

5 県内水道

の家庭用料金

事業体

佐伯市

臼杵市

津久見

竹田市

豊後高田

 

大分県環境

- 17 -

たり【C116

庭用料金は

料金で最も

 

庭用料金【上

竹田市 

H27 

1,674 

3,402 

     

道事業水道

金（10m3当た

体名 

市 

市 

見市 

市 

田市 

境保全課）参照

 

 

 

6】、20m3当

、全国、大

高く、20m

上水道】（単位

H28 

1,674 

3,402 

   （家

料金分布【

たり）【上水

料金 

1,260 

1,303 

1,240 

1,674 

1,080 

照 

当たり【C11

大分県、類

m3 当たり料

位：円、消費

全国 

平均 

1,528 

3,183 

家庭用、円/

上水道】 

水道】（単位：

事業体名

杵築市 

豊後大野市

日出町 

玖珠町 

宇佐市 

由布市狭間町

17】） 

類似団体平均

料金で中津市

費税込） 

大分県 

平均 

類

1,332 

2,851 

/20m3） 

：円、消費税

名 料

1,

市 1,

1,

1,

1,

町 1,

均値よ

市に次

類似団体

平均値 

1,590 

3,298 

税込） 

料金 

590 

520 

026 

240 

560 

260 



 

表 2.3

事業

大分

由布市湯

別府

中津

日田

※大分県

 

 また

れら簡

20％程度

 この

スの観

理組合

 

 

3.2.8 県内

業体名 

分市 

湯布院町 

府市 

津市 

田市 

県の水道（平

、平成 32

易水道との

度安価な設

ようなこと

点から、こ

で施設管理

表 2.3

事業名

上水道

簡易水道

(泉水を除

泉水簡易水

内水道事業の

料金 

2,905 

1,940 

2,869 

3,687 

3,110 

成 27 年度)、

年度目標に

の料金体系

設定となっ

とから、簡

この料金格

理、料金徴

3.2.9 10m3

 

 

道 

除く) 

水道 

図 2.3.2.

の家庭用料金

事業体

佐伯市

臼杵市

津久見

竹田市

豊後高田

 

大分県環境

に 10 簡易水

系が異なっ

ています。

易水道の上

差を是正し

収等を行っ

3、20m3水道

10m3 

1,674 円

1,350 円

500 円

16 水道料

- 18 -

金（20m3当た

体名 

市 2

市 2

見市 2

市 3

田市 2

境保全課）参照

水道を統合

ており、簡

 

上水道への

します。な

っているた

道料金（一般

20

円

円

円

料金比較【上

 

たり）【上水

料金 

2,480 

2,933 

2,650 

3,402 

2,480 

照 

合する計画で

簡易水道の

統合に伴い

お、泉水簡

め、料金改

般用、消費税

0m3 

3,402 円

2,970 円
1

2

900 円
1

2

上水道、簡易

水道】（単位：

事業体名

杵築市 

豊後大野市

日出町 

玖珠町 

宇佐市 

由布市狭間町

ですが、現

の料金が上水

い、同一料

簡易水道に

改定は行わ

税込）【竹田

上水道料金

－

10m3：80.6％

20m3：87.3％

10m3：29.9％

20m3：26.5％

易水道】 

：円、消費税

名 料

3,

市 3,

2,

2,

3,

町 2,

現在、上水道

水道と比較

料金、同一サ

については住

わない考えで

市】 

金との比率

－ 

％ 

％ 

％ 

％ 

 

税込） 

料金 

130 

140 

156 

720 

120 

887 

道とこ

較して

サービ

住民管

です。 
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表 2.3.2.10 【上水道】料金体系表（消費税抜き） 

種別 
基本料金 超過料金 

(1m3につき) 基本水量 料金 

一般用 5m3まで 650 円 

( 6～10m3) 150 円 

(11～40m3) 160 円 

(41m3以上) 190 円 

官公署・学校 

病院用 
20m3まで 3,000 円 190 円 

工場・事業場用 300m3まで 45,000 円 190 円 

臨時用 20m3まで 4,500 円 250 円 

学校プール 500m3まで 75,000 円 190 円 

営業用 20m3まで 3,000 円 190 円 

浴場営業用 100m3まで 15,000 円 190 円 

 

表 2.3.2.11 【簡易水道】料金体系表（消費税込み） 

種別 
基本料金 超過料金 

(1m3につき) 基本水量 料金 

一般用 5m3まで 540 円 
(6～100m3)  162 円 

(100m3超)151.2 円 

官公署・学校 

病院用 
20m3まで 3,240 円 

(6～100m3)  162 円 

(100m3超)151.2 円 

臨時用 20m3まで 4,860 円 162 円 

泉水簡易水道 

(一般用・営業用) 
10m3まで 

13mm   500 円 

25mm  1,000 円 

40mm  2,000 円 

40 円 

泉水簡易水道 

(営農用) 

2 箇月につき 

40m3まで 
2,100 円 60 円 

  



 

⑥ 総収

 総収支

収益性

が生じ

また、

は純損失

味し、健

ん。総収

似団体

さらに

め、総収

の削減等

C103 総

※総収支

 

⑦ 経常

 経常収

いた経

標であ

の営業活

益等の

いるか

大きい必

 経常

団体平均

97.5％

となっ

100％未

生じて

営業損失

収支比率【

支比率は、

をみる上で

ていること

これが 10

失が生じて

健全な経営

収支比率は

平均値を大

100％を下

収支改善に

等が必要で

 

 

PI 項目名

収支比率(％

支比率(C103)

常収支比率

収支比率は

常的な収支

り、営業収

活動に要す

営業収益で

を示す指標

必要があり

常収支比率は

均値以下、

で類似団体

ています

未満である

いることが

失が生じて

C103】 

総費用が

での代表的

とを示しま

0％未満の

ていること

営とは言え

は 99.7％で

大きく下回

下回ってい

に向けた総

です。 

 表 2.

 

％) 

：総収益／総

【C102】、

は、特別損

支の関係を

収支比率は

する費用を

でどの程度

標で、100％

ります 

は 99.8％

営業収支

体平均値以

。総収支比

ため、経常

が判断でき

ていること

総収益によ

な指標です

す。

場合

を意

ませ

で、類

り、

るた

費用

3.2.12 総

H26 

88.9 

総費用（％）

営業収支比

益を除

示す指

、通常

給水収

賄って

よりも

で類似

比率は

上の値

比率が

損失が

ます。営業

が判断でき

- 20 -

よってどの

す。したが

総収支比率の

竹田市 

H27 

105.0 

 

比率【C101

業収支比率

きます。 

図 2.3

図 2.3.2.1

程度賄われ

って、この

の比較【上水

H28 

99.7 

】 

率についても

3.2.17 総収

17 経常収支

れているか

の比率が高

水道】 

全国 

平均 

113.1 

も 100％未

収支比率（C10

支比率(C102)
【上水道】 

かを示すもの

高いほど総利

大分県 

平均 

類

119.2 

未満であるた

03）【上水道

、営業収支比
 

ので、

利益率

類似団体

平均値 

108.2 

ため、

道】 

比率(C101)



 

C102 経

C101 営

※経常収

営業収

 

⑧ 給水

 給水収

費の割合

る職員給

ので、水

す指標

 給水収

費の割合

体平均

ります。

年齢構成

した組織

の効率化

を図る必

費の割合

います。

 

C108 給

職員給

※給水収

 

 

 

 

 

表 2

PI 項目名

経常収支比率

業収支比率

収支比率(C10

収支比率(C10

水収益に対

収益に対す

合は、給水

給与費の割

水道事業の

です。 

収益に対す

合は 34.9％

均 15.8％を

。今後、技

成のバラン

織体制に留

化による職

必要があり

合は、平成

。 

表 2.3.

PI 項目名

給水収益に対

給与費の割合

収益に対する職

2.3.2.13 経

 

率（%） 

率（%） 

2)：(営業収

1)：(営業収

する職員給

する職員給

水収益に対

割合を示す

の収益性を

する職員給

％で、類似

を大きく上

技術の継承

ンス等に配

留意し、事

職員数の削

ります。な

成 28 年度実

2.14 給水

 

対する 

合（％） 

職員給与費の

経常収支比率

H26 

97.2

101.9

収益＋営業外収

収益－受託工事

給与費の割

与

す

も

表

与

団

回

、

慮

業

減

お、簡易水

実績で 24.

水収益に対す

H26 

33.6 

の割合(C108)

図 2

- 21 -

率、営業収

竹田市 

H27 

105.0

104.0

収益)／(営業

事収益)／(営

合【C108】

水道を含ん

3％と若干

する職員給与

竹田市 

H27 

34.1 

)：職員給与費

2.3.2.18 給

支比率の比

H28 

99.8

97.5

業費用＋営業

営業費用－受

 

だ場合の給

干低下するも

与費の割合の

H28 

34.9 

費／給水収益

給水収益に対
【上水

較【上水道

全国 

平均 

113.6

108.1

外費用)×10

託工事費)×

給水収益に

ものの、平

の比較【上水

全国 

平均 

12.6 

益×100（％）

する職員給与
水道】 

道】 

大分県 

平均 

類

120.6 

120.3 

00（％） 
100（％） 

に対する職員

平均値を上回

水道】 

大分県 

平均 

類

17.0 

 

与費の割合(C

類似団体

平均値 

108.8

94.2

員給与

回って

類似団体

平均値 

15.8 

C108) 



 

⑨ 企業

 水道事

る企業債

的に高

業債元金

保資金

が、資金

主に減価

るため

資本の

バラン

す。企業

却費比

体平均

下回っ

判断で
 

C121 企

減

※企業債

 

⑩ 流動

 流動比

対する支

で、こ

よく、10

ば不良債

ことに

この比

ば、経

り、悪

営状況

業債償還元

事業は、設

債償還金の

いものとな

金の償還は

によること

金の内部保

価償却によ

、当比率に

回収と再投

スをみるこ

業債償還元

率は 38.8％

均値の 62.6

ています。

きます。 

表 2.3

PI 項目名

業債償還元

減価償却費比

債償還元金対

動比率【C1

比率は、短

支払能力を

の比率は高

00％を下回

債務が発生

なります。

率が良くな

営状況は好

くなってい

は悪化して

金対減価償

設備投資の財

の割合も必

なります。

は損益勘定

ととなりま

保留の源泉

よるもので

によって投

投資との間

ことができ

元金対減価

％で、類似

6％を大き

これより、

3.2.15 企業

 

元金対 

比率(％) 

減価償却費比

18】 

短期債務に

を示す指標

高いほうが

回っていれ

生している

経年的に

なっていれ

好転してお

いれば、経

ていること

償却費比率

財源として

然

企

留

す

は

あ

下

の

ま

償

団

く

、企業債償

業債償還元金

H26 

24.4 

比率(C121)：

を

- 22 -

【C121】

て企業債へ

償還金を減価

金対減価償

竹田市 

H27 

23.6 

建設改良のた

図 2.3.2.19

図 2.3.

の依存度が

価償却相当

却費比率の

H28 

38.8 

ための企業債

9 企業債償還
【上

2.20 流動比

が高く、建設

当分で全額充

比較【上水

全国 

平均 

55.2 

債償還金元金
当年度減価償

還元金対減価
上水道】 

比率(C118)【

設改良費に

充当してい

水道】 

大分県 

平均 

類

71.9 

金／ 
償却費×100

価槽客比率(C

【上水道】 

に占め

いると

類似団体

平均値 

62.6 

0（％） 

121) 



 

示します

 平成

年度に流

期的な支

 

C118 流

※流動比

 

⑪ 自己

 財政状

して、

どのよ

要です。

資産の調

（負債

自己資本

金＋繰延

の割合

資本構成

で、50

しいと

標が低

発生す

 自己

企業債

 

C119 自

※自己資

 

す。 

27 年度は

流動比率は

支払能力の

PI 項目名

流動比率(％)

比率(C118)：

己資本構成

状態の長期

その事業の

うになって

。自己資本

調達源泉で

・資本合計

本（自己資

延収益）が

を占めてい

成の安定度

％を上回っ

いわれてい

いというこ

る支払利息

資本構成比

に依存して

PI 項目名

己資本構成比

資本構成比率

は災害復旧に

は 786.6％と

の問題はな

表 2.

 

 

流動資産／流

比率【C11

期的な見方

の資本構成

ているかが

構成比率は

である総資

計）のうち

資本金＋剰

がどのくら

いるかを示

度を示す指

った方が望

います。本

ことは、企

息の負担が

比率は 83.4

ていないも

表 2.3.2.

 

比率(％) 

(C119)：(資本

 

による工事

と回復し、

いと判断で

3.2.16 流

H26 

835.4 

流動負債×10

9】 

と

が

重

は、

本

、

余

い

し、

標

ま

指

業債残高が

大きくなり

4％で、類似

のと判断で

17 自己資

H26 

81.1 

本金＋剰余金

- 23 -

事のため、大

その値は 1

できます。

流動比率の比

竹田市 

H27 

485.5 

00（％） 

が相対的に

ります。 

似団体平均

できます。

資本構成比率

竹田市 

H27 

81.0 

金＋評価差額

図 2.3.2.2

大きく値が

100％を大き

 

比較【上水道

H28 

786.6 

多いという

均値の 64.1

 

率の比較【上

H28 

83.4 

など＋繰延収

21 自己資本

が低下しまし

きく上回っ

道】 

全国 

平均 

261.7 

うことであ

％を大きく

上水道】 

全国 

平均 

69.6 

収益)／負債・

本構成比率(C1

したが、平

っているた

大分県 

平均 

類

256.5 

あり、企業債

く上回って

大分県 

平均 

類

67.4 

・資本合計×

119)【上水道

平成 28

め、短

類似団体

平均値 

431.5 

債から

ており、

類似団体

平均値 

64.1 

100（％） 

道】 
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3）課題 

 

「水道の普及状況、供給能力」の観点からの課題 

✔ 有収率が大分県内で最も低いことから、漏水等が非常に多く、収益につなが

っていないと判断されるため、漏水防水等の対策が必要です。特に、松本、

久住、都野、白丹簡易水道で施設利用率、最大稼働率が 100％を大幅に超過

しているため、特に対策を図る必要があります。 

 

「経年化、老朽化施設の状況」の観点からの課題 

✔ 法定耐用年数を超過しての施設の使用は、故障や事故等のリスクが増大し、

安全、安定した水の供給に支障が生じるおそれがあるため、計画的な更新が

必要であり、さらに、更新には莫大な費用がかかるため、財源の確保が重要

です。 

 

「事業運営の健全性、安定性」の観点からの課題 

✔ 水道事業について、料金回収率が 100％を下回っていることから、適正な料

金収入の確保、給水原価の削減等行っていく必要があります。 

✔ 上水道と簡易水道の水道料金の 20％程度の格差があるため、同一料金、同

一サービスの観点からこの料金格差を是正しなければなりません。 

✔ 水道事業について、総収支比率が 100％を下回っていることから、健全な

経営とは言えず、総収支改善に向けた総費用の削減等が必要で、その中でも

30％以上を占めている人件費について、技術の継承、年齢構成のバランス等

に配慮した組織体制に留意しつつ、事業の効率化による人件費等経費の削減

を図る必要があります。 

✔ 今後、維持修繕・更新費の増大、簡易水道統合、水需要の減少等から長期的

な見通しの定期な点検・確認を行い、健全な経営を目指すことが必要です。 

 

  



 

2.3.3 

 本市

水質管理

ここ

状評価

 

1）水質

各水源

細菌、大

および給

成 29 年

 

（1）一

久住簡

最も高

ますが

/mL を下

素消毒

す。 

 

 

（2）大

ほと

菌を検

れら水源

2 水源、

水源、

出する割

います。

毒によ

水源が表

浅井戸

トスポ

となり

 

現状評価

では、水道

理の実施に

では、「安全

を行い、安

質の状況 

源原水にお

大腸菌、ヒ

給水栓水質

年 3 月の実

一般細菌 

簡水の第 2

い値を検出

、全体的に

下回ってお

により処理

大腸菌 

んどの水源

出していま

源の中で、

、都野水源

直入第 1 水

割合が多く

。大腸菌は

り処理可能

表流水、伏

、湧水等は

リジウム等

ます。 

・課題【安

道法に基づ

により、「安

全」につい

安全な水の

おける水道

素及びその

質（塩素酸

績を使用）

2 水源で

出してい

に 100 個

おり、塩

理可能で

源で大腸

ます。こ

久住第

源、白丹

水源で検

くなって

は塩素消

能ですが、

伏流水、

はクリプ

等による汚

安全】 

く水道水質

安全でおい

いて、水質の

供給を行っ

水質基準値

の他化合物

）について

 

染のおそれ
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質基準の遵

しい水」の

の状況、施

っていくた

値の 50％を

物、硝酸態窒

て、以下の

れがあるた

図 2.3.3.1

図 2.3.3.2

遵守を基本と

の供給に努

施設整備と水

めの課題を

を超過したこ

窒素及び亜

とおりです

め、紫外線

原水水質検

2 原水水質

として、適

めてきまし

水質管理状

を抽出しま

ことがある

硝酸態窒素

す。（平成 1

線設備等に

検査結果（一

検査結果（大

適切な施設整

した。 

状況の観点か

す。 

る水質項目

素、色度、濁

19 年 4 月か

による対策が

一般細菌） 

大腸菌） 

整備と

から現

（一般

濁度）

から平

が必要



 

（3）ヒ

 久住簡

に高い値

止して

では基準

となっ

 

 

 

 

（4）硝

戸上水

える非

います。

硝酸態

イオン交

し、水道

を下回

います。

ありませ

 

 

 

ヒ素及びそ

簡水第 4 水

値ですが、

います。そ

準値 0.01m

ています。

硝酸態窒素及

水源で、基

常に高い値

。硝酸態窒

窒素を低減

交換樹脂施

道水質基準

る水道水を

。その他水

せん。 

写真 2.

の化合物 

水源で非常

現在、休

その他水源

mg/L 以下

 

及び亜硝酸

基準値を超

値となって

窒素及び亜

減するため

施設を設置

準 10mg/L

を供給して

水源は問題

.3.1 戸上

酸態窒素 

、

浄水場硝酸

図 2

図 2.3.
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酸態窒素除去

 

2.3.3.3 原

3.4 原水水

去設備(イオン

水水質検査結

水質検査結果

 
ン交換樹脂施

結果（ヒ素及

（硝酸態窒素

施設) 

 

及びその化合物

素及び亜硝酸

物） 

態窒素） 



 

（5）色

久住第

非常に

すが、現

す。久住

となっ

水場に

上向性

質基準

給して

 

（6）

久住第

非常に

すが、現

す。久住

となっ

水場に

上向性

質基準

給して

 

（7）塩

泉水水

と水質基

過して

水質基準

回って

 また

瀬水系

小野水

くなっ

 

 

 

色度 

第 4 水源に

高い値とな

現在、休止

住第 2 水源

ていますが

おいて前処

ろ過により

を下回る水

います。 

濁度 

第 4 水源に

高い値とな

現在、休止

住第 2 水源

ていますが

おいて前処

ろ過により

を下回る水

います。 

塩素酸 

水系で最大

基準値 0.6

います。そ

準値の 0.6

います。 

、泉水の他

、荻中山水

系で、検出

ています。

において、

なっていま

止していま

源で高い値

が、沢水浄

処理および

り、水道水

水道水を供

において、

なっていま

止していま

源で高い値

が、沢水浄

処理および

り、水道水

水道水を供

大 1.0mg/L

6mg/L を超

その他は、

6mg/L を下

他、下片ケ

水系、荻倉

出回数が多
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図 2.3.

図 2.3

図 2.3.

3.5 原水水

3.3.6 原水水

3.7 浄水水

水質検査結果

水質検査結果

水質検査結果

（色度） 

果（濁度） 

（塩素酸） 



 

2）施設

① 鉛製

 鉛製給

消に向

表す指標

いて、鉛

なく、水

鉛製給水

く、有効

生じて

改善され

とにな

 鉛製給

必要です

 なお

 

A401 鉛

※鉛製給

 

3）水質

各地

濁度の連

留塩素

 

 

 

 

 

 

 

 

設整備 

製給水管率

給水管率は

けた取り組

標で、本市

鉛及びその

水質的には

水管からの

効率が非常

います。こ

れれば、有

ります。 

給水管率は

す。 

、簡易水道

PI 項目名

鉛製給水管率

給水管率(A40

質管理状況 

区において

連続監視を

の確認をし

【A401】 

は、鉛製給

組みの進捗

市では、上

の化合物の

問題ありま

の漏水量が

常に低くな

このため、

有効率も上

は 52.3％で

道では鉛製

 表 2.

 

率(％) 

1)：鉛製給水

て、安全な

を行ってい

しており、

 

水管の解

度合いを

水道にお

検出が少

ませんが、

非常に多

る問題が

本指標が

昇するこ

で、類似団体

給水管はあ

3.3.1 鉛製

H25 

52.1 

水管使用件数

水の供給を

ませんが、

異常があれ
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体平均値を

ありません

製給水管率の

竹田市 

H26 

52.2 

数／給水件数

を行うため

給水栓に

れば対応を

図 2

を大きく上回

。 

の比較【上水

H27 

52.3 

×100（％）

に必要な配

おいて、毎

しています

.3.3.8 鉛製

回っており

水道】 

全国 

平均 

5.2 

配水池にお

毎日検査に

す。 

製給水管率(A

、早急な改

大分県 

平均 

類

12.3 

おける残留塩

により、濁度

A401)【上水道

改善が

類似団体

平均値 

0.9 

塩素、

度、残

道】 
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3）課題 

 

水質の観点からの課題 

✔ 妙見瀬ノ口、下片ケ瀬、戸上、荻、都野、直入中央で、原水において大腸菌

が多く検出されています。クリプトスポリジウム◆7等による汚染のおそれが

あるため、クリプトスポリジウム等対策指針に沿った対策（紫外線設備等）

が必要です。 

 

施設整備・水質管理の観点からの課題 

✔ 上水道および各簡易水道において、残留塩素が低濃度になることがあります。

これに起因して、一般細菌（基準値以下）が検出されていることから、適切

な塩素消毒とは言えません。適切な塩素注入を行うために、残留塩素計を設

置し、連続監視する必要があります。 

✔ 各簡易水道で値は低いですが塩素酸が検出されています。さらに泉水および

荻で基準値を超える塩素酸が検出されています。塩素酸は、主に水道用消毒

剤として使用している次亜塩素酸ナトリウム中に不純物として含まれている

物質であり、また、次亜塩素酸ナトリウムの保管に伴って、塩素酸の濃度が

上昇するため、次亜塩素酸ナトリウムの適切な管理が必要です。 

✔ 水源が地下水、湧水が多く、塩素注入のみの施設が多いため、基準値以上の

濁度が検出されたことがある配水系があります。濁度計の設置等により連続

監視が必要です。 

✔ 上水道において、鉛製給水管率が非常に高いことから、水質的には問題あり

ませんが、鉛製給水管からの漏水量が非常に多く、有効率が非常に低くなる

問題が生じているため、早急な改善が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆7：クリプトスポリジウム：直径 5μm 程度の寄生性原虫であり、消化管に寄生し、ヒトおよび動

物が感染するとクリプトスポリジウム症を発症し、下痢・嘔吐の症状が現れる。高い消毒剤耐性

を有し、通常の塩素消毒では実質上不活性化できないため、塩素消毒だけでなく、ろ過や紫外線

照射等の対策が必要である。  



 

2.3.4 

1）耐震

水道事

生が懸念

給し続

ここ

から現状

 

① 配水

 配水池

耐震対策

1 高区配

水池お

ついて

平均です

 また

ところ

性、事故

今後、施

  

図 2.3.4

 

 

 

 

 

 

現状評価

震化の進捗

事業は、「生

念される地

けていくた

では、「強靭

状評価を行

水池耐震施

池に関連す

策の施され

配水池のみ

よび鴫田配

は、耐震性

す。 

、配水池の

で 2.8 日分

故などの対応

施設の統廃

4.1 配水池

・課題【強

状況 

生命の水」

地震、台風

ためにも、多

靭」につい

行い、危機

設率および

する配水池

れた配水池

みであり、

配水池のみ

性能がある配

の貯留能力

分の能力が

応性が高い

廃合、容量

池容量・配水

強靭】 

を預かる欠

、ゲリラ豪

多様な危機

いて、耐震化

管理への対

び配水池貯

貯留能力お

は、上水道

簡易水道に

であり、合

配水池の容

としては一

あります。

いといえま

の最適化等

水池耐震施設
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欠かすこと

豪雨、渇水

管理への対

化の進捗状

対応を行っ

留能力 

および配水

道ではプレ

については

合計 3 施設

容量が大き

一日平均水

貯留能力

すが、水質

等考慮して

 

 

 

 

 

 

 

 

設率   

ができない

などの災害

対応を検討

状況、応急給

ていくため

池耐震施設

ストレスト

ステンレス

設しかありま

く、配水池

量に対して

が大きいと

質の劣化を来

整備する必

図 2.3.4.

いライフラ

害に対処し

討しておくこ

給水体制・

めの課題を

設率は以下

トコンクリ

スパネルタ

ません。し

池耐震施設率

て 1 日以上

ということ

来たすおそ

必要があり

2 配水池貯

ラインとして

し、水道を安

ことが重要

復旧体制の

を抽出します

下のとおりで

ート造であ

ンク製の松

しかし、上水

率は 50％と

上あり、最も

は、給水の

それがあるた

ます。 

貯留能力 

て、発

安定供

要です。 

の観点

す。 

です。

ある第

松本配

水道に

と全国

も多い

の安定

ため、



 

② 管路

 管路

におけ

す。本

イル鋳鉄

水用ポ

す。 

耐震管

に低い値

瀬ノ口

の他で

震化が進

に使用

 

③ その

 本市

の施設

と判断

 

④ 自家

 災害

供給が

られます

本市

用発電設

 

2）応急

① 給水

災害

日 3L と

が経つ

あります

料水量

を大き

きてい

路の耐震管

の耐震管率

る耐震管の

市では耐震

鉄管 NS 形

リエチレン

管率は上水

値です。簡

で 87.3％と

は、低い値

進んでいな

していくこ

の他施設の

の水道施設

において、

されます。

家用発電設

時等に停電

できなくな

す。 

では、荻地

設備を設置

急給水体制

水人口一人当た

時の水の最

とされてい

につれて

す。給水人

は、364L/人

く上回って

ると判断で

率 

率は、すべ

の使用状況

震管として

形、EF 継手

ン管を使用

水道で 2.4

簡易水道で

と高い値で

値となって

ないことが

ことから、

耐震化 

設には、配

耐震評価

 

備 

電すると、

なります。

地区におい

置しておら

、復旧体制

たり貯留飲料水

最低必要水

ますが、現

3L では不

人口一人当

人と類似団

ており、十

できます。 

ての管路

を表しま

、ダクタ

の水道配

していま

％と非常

は、妙見

ですが、そ

おり、耐

判断できま

耐震管率の

水池、管路

を行ってい

ポンプ等電

この対策と

て可搬式発

ず、災害時

制 

水量【B203

量は一人一

実的には日

十分な面が

たり貯留飲

団体 239L/人

分に確保で
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ます。今後

の向上を図

路の他、浄

いませんが

電力を必要

として、自
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【上水道

耐震管を積
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他の施設には
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は自家

す。 
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※給水人口一人当たり貯留飲料水量(B203)：(配水池有効容量×1/2＋緊急貯水槽容量)×1000 
／現在給水人口（L/人） 

 

② 応急給水体制、復旧体制 

平成 28 年 4 月に発生した熊本地震では、本市でも震度 5強を観測し、一部で濁り

による断水が発生しました。また、被害はありませんでしたが、平成 29 年 6 月には

豊後水道を震源とする地震が発生し、本市で震度 4を観測しました。さらに平成 29

年 9 月には、台風第 18 号により、大分県内で多大な被害を受けました。 

このような災害時における水道の応急給水、応急復旧は、「竹田市防災活動職員初

動マニュアル」および「竹田市水道ビジョン（平成 22 年 3 月）」で定め、さらに「事

業継続計画」も策定し、災害時の速やかな応急給水、応急復旧に備えています。し

かし、様々な事象に対する危機管理が求められる現状において、今後は地震、風水

害時等それぞれの事象におけるマニュアル見直し等、迅速な対応に資する取り組み

の促進が必要となります。 

 

3）課題 

 

耐震化の進捗状況の観点からの課題 

✔ 上水道では、配水池耐震施設率が全国平均程度ですが、簡易水道も含めると

耐震対策の施された配水池が少なく、災害時における安定的な水供給の確保

が困難であると判断されます。 

✔ 管路の耐震管率が非常に低く、管路の耐震化が進んでいないことが判断でき

ます。今後、配管更新に伴い、耐震管を積極的に使用していくことから、耐

震管路率の向上を図ります。 

✔ 浄水施設、送水施設の耐震性能が低いと判断されるため、災害時における安

定的な水供給の確保に支障が生じるおそれがあります。 

✔ 全施設において自家用発電設備を設置しておらず、災害時の水供給に支障が

生じるおそれがあります。 

 

応急給水体制、復旧体制の観点からの課題 

✔ 様々な事象に対する危機管理が求められる現状において、今後はそれぞれの

事象に対するマニュアルの見直し等、迅速な対応に資する取り組みの促進が

必要です。 
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3.1.3 水源の状況 

 本市水源の多くは清澄な伏流水、湧水、地下水で、短期的には汚染される可能性

は少ないと考えられますが、課題で挙げたように、一部の水源で、健康に影響を及

ぼす硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素やヒ素及びその化合物が比較的高く検出され、さ

らに近年の野生動物の増殖に伴うクリプトスポリジウム等による汚染のおそれがあ

る水源もあり、また、地震時、ゲリラ豪雨等の原水濁度の急激な上昇も想定される

ため、今後の検出状況に留意する必要があります。 

今後、頻繁に検出される場合には、新たな処理施設の導入も視野に入れなければ

なりません。 

 

3.1.4 利水の安全性 

 本市の水源の多くは、豊富清澄な伏流水、湧水、地下水のため、表流水に対して

渇水に強く、近年の降雨傾向に左右されにくいと考えられますが、引き続き監視を

続けていきます。 

 

３．２ 内部環境 
3.2.1 施設の老朽化 

本市の水道施設は、上水道では昭和 40 年代～50 年代に整備された施設が多く、

簡易水道では平成 2年～平成 12 年に間に整備された施設が多く、法定耐用年数以内

である健全施設が多くを占めていますが、ほとんどの施設で耐震化がされておらず、

一部施設で老朽化が顕著となっています。 

老朽化施設は、事故や故障等により安定した水の供給に支障が生じるおそれがあ

ります。今後、さらに老朽化が進行するため、計画的な更新が必要です。 

 

3.2.2 資金の確保 

 人口減少による料金収入の減少、水道施設の更新需要の増大等により、財政状況

が悪化する状況のもと、老朽化施設の更新事業を進めなければなりません。 

今後、簡易水道統合に伴い、上水道が保有する資産の 2 倍以上ある簡易水道資産

を上水道が譲り受けることから、これら施設の更新も行っていかなければなりませ

ん。 

簡易水道統合後の更新費用の算定にあたり、仮に地方公営企業法が定める法定耐

用年数に基づいて継続的に更新する場合、施設更新では、5 年毎に 2～18 億円程度

が、管路更新では、5 年毎に 3～60 億円程度の更新費用が必要となる見通しとなっ

ています。 
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3.2.3 職員数の減少 

水道事業を支える職員数は、これまでの徹底した組織人員の削減に加え、団塊の

世代といわれた職員が大量に退職していることもあり、深刻な人員不足に直面して

います。 

本市では、現在(平成 29 年度時点)、8名の職員で水道事業および簡易水道事業に

従事していますが、今後、多くの職員が退職を迎えることにより、職員数の減少お

よび経験豊富な職員の空洞化が生じ、事故等の迅速な対応や災害時の緊急対応、さ

らに安全で安定した水の供給に支障が生じるおそれがあります。 

本市は、簡易水道も含むと、給水区域が広域にわたり、水道施設も多数所有・点

在しており、技術の継承の観点も踏まえ、民間委託や業務の見直し等により効率化

に努めながら、従事する職員の確保が必要です。 
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４．２ 目標設定 

 本市水道の理想像を具現化するため、「持続」、「安全」、「強靭」のそれぞれの観点

から整理した課題から浮かび上がる施策に対する目標を設定します。 

 

 

持続 

簡易水道事業の統合 簡易水道事業の統合 

水道施設の計画的な更新 

アセットマネジメントに基づく計画的、効率

的な水道施設の改築、更新 

延命化、長寿命化のため、施設の定期的な維

持・修繕の実施 

水道施設台帳の整備 

事業経営の健全化 

ダウンサイジングを踏まえた施設の再構築 

更新需要を含む収支の作成 

「いつまでも」供給可能な水道料金への改定

安全 

安全でおいしい誇れる 

『たけたのみず』の供給 
原水水質に適した水処理施設の整備 

水質管理の強化 

水質計器の再整備 

適正な水質管理 

鉛製給水管の更新 

強靭 

施設の信頼性の向上 

主要施設の耐震化 

重要な給水施設への供給ラインの耐震化 

自家用発電設備の整備 

確実な応急復旧体制の確立 

応急給水の準備対応 

様々な危機事象に関するマニュアルの充実化

 

 

  

理想像 施策 目標
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第５章 推進する実現方策 

 本市が掲げた理想像に向けて、施策に対する目標を実現するための方策を以下に

示します。 

 

５．１ 「 持 続 」 
 

1）簡易水道事業の統合【平成 32 年度(2020)目標】 

 簡易水道は事業規模が小さいことから経営基盤は脆弱であるため、事業の統合に

よる効率的な経営体制の確立が必要です。 

本市では、平成 21 年度に簡易水道事業統合計画を策定し、平成 32 年度を目標に

以下の示す 10 箇所の簡易水道を上水道へ統合し、経営の効率化を図ります。 

なお、統合後の本市水道事業の規模は、計画給水人口 19,672 人、計画給水量

10,877m3/日、給水区域面積 66.9km2（上水道のみの約 5倍）となります。 

 

表 5.1.1 簡易水道統合後の諸元 

事業名 
給水人口 

計画給水量
給水区域 

面積 
備考 

計画 現在(H28)

上水道 10,700 人 6,843 人 6,000m3/日 12.7km2  

簡
易
水
道
事
業 

泉水 212 人 136 人 106m3/日 0.5km2  

妙見瀬ノ口 370 人 181 人 160m3/日 2.0km2  

下片ケ瀬 210 人 105 人 99.4m3/日 1.0km2  

戸上 124 人 81 人 141.1m3/日 0.8km2  

松本 546 人 411 人 235.4m3/日 1.0km2  

荻 3,900 人 2,905 人 2,300m3/日 25.1km2  

久住 1,210 人 957 人 490m3/日 5.7km2  

都野 900 人 807 人 550m3/日 6.5km2  

白丹 200 人 193 人 110m3/日 1.2km2  

直入中央 1,300 人 882 人 685m3/日 10.4km2  

計 8,214 人 6,522 人 4,771m3/日 54.2km2  

統 合 後 19,672 人 13,501 人 10,877m3/日 66.9km2  
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率的な水道

ト◆8 を実施

ます。この

て、法定耐

準化しました

りです。

新予定施設、

更新施設・

4 水源取水設

等 

２水源計装設

4 配水池計装

5.1.2 第 5

プ 3C(標準型)

前倒し等を考慮

政シミュレーシ

理)に関する手

施設の改築

施し、将来

の見通しで

耐用年数の

た。 

、設備 

設備 

設備、第 2配

設備 他 

装設備 他 

5 配水池計装

により、法定

慮した更新需

ションを行い

手引き（平成

築、更新 

来必要な更新

では、現時点

の 1.5 倍程度

配水池次亜

装設備(配水流

定耐用年数等

需要を算定し

い、財源確保

成 21 年 7 月、

新需要

点での

度を基

亜設備、

 

流量計) 

等を参考

し、一定

保につい

厚生労



 

3）延命

【平成

今後

点検を含

 また

用年数

は重要

 この

た機能診

 

4）水道

水道法

ること

 今後

健全度

また

規定が

復旧作業

 本市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5）ダウ

 簡易水

の水需

 なお

を整備す

命化、長寿

30 年度(2

、水道法の

含む施設の

、アセット

の 1.5 倍程

な課題とな

ため、本市

診断結果を

道施設台帳

法の改正法

とする」と

、老朽化等

を把握する

、現行の水

なく、災害

業に支障が

では、平成

ウンサイジ

水道統合に

要を見通し

、簡易水道

することに

命化のため

018)より継

の改正が予定

の維持・修

トマネジメ

程度での更

なります。 

市で保有する

を踏まえ、

の整備【平

法案のひと

とあります

等に起因す

る点検を含

水道法にお

害時におい

が生じると

成 37 年度(

図

ングを踏ま

に伴う施設

したうえで

道統合に伴

により、上

め、施設の

継続的に実

定されてい

繕を行うこ

ントによる

新となるこ

る水道施設

定期的に維

平成 31 年度

つに「水道

。 

る事故の防

む維持管理

いて、こう

て水道施設

いったこと

2025)まで

図 5.1.1 水

まえた施設

整備および

、ダウンサ

い、上水道

水道との施

- 42 -

定期的な維

施】 

います。改正

ことを義務

る将来の見

ことから、

設、設備につ

維持、修繕

度(2019)～

道事業者等

防止や安全

理や定期的

うした施設

設データの

とから、「水

に水道施設

水道施設台帳

 

の再構築

び老朽化施

イジングを

道に近接し

施設統合を

点検情報の

点検計画

維持・修繕

正法案のひ

務付けること

通しから、

水道施設、

ついて、平

繕を実施し、

平成 37 年

に台帳の整

全な水の安定

な修繕を行

の維持修繕

整備が不十

水道施設台

設台帳を整

帳イメージ

【平成 36 年

施設の更新に

を踏まえた

ている松本

行う計画で

の収集・管理

図面

図書一覧表示

の実施 

とつに「水

ととする。」

財政的な

設備の延

平成 29 年度

延命化を

度(2025)】

整備を行う

定供給のた

行うことが

繕の基礎と

十分であっ

帳」の整備

備する計画

年度(2024)

において、

施設の再構

本簡易水道

です。 

面管理 

示

台

設備台帳 

運転状

水道事業者等

とありま

な理由から法

延命化、長寿

度(2017)に実

を図ります。

 

ことを義務

ため、水道施

が必要です。

なる台帳整

たため、迅

備が必要で

画とします

以降】 

現況および

構築を行い

道区域へ送水

台帳管理 

状況リスト 

等に、

す。 

法定耐

寿命化

実施し

 

務付け

施設の

 

整備の

迅速な

です。 

す。 

び将来

います。 

水施設



 

6）更新

水道法

画的な

る費用

る。」と

本市

踏まえ

 

7）「いつ

現在

道の統合

要があ

金の増加

により

まず

金の改

和対策

(2023)

また

質悪化

新等を踏

が必要

段階的

 

新需要を含

法の改正法

更新に努め

を含む収支

とあります

においては

た収支の見

つまでも」

、上水道と

合に伴い、

ります。さ

加、施設数

、事業運営

、上水道と

定及び事業

の提案があ

の 3 段階で

、水道料金

に伴う紫外

踏まえ、平

です。これ

な値上げが

図

む収支の作

法案のひと

めなければ

支の見通し

。 

は、平成 29

見通しを作

供給可能な

と簡易水道

同一サー

さらに、給

数が増加す

営が悪化す

と簡易水道の

業統合につ

あったため

で上水道の

金統一後の

外線処理施

平成 38 年度

以降も老朽

が必要とな

図 5.1.2 料

作成【平成

つに「水道

ならないこ

を作成し公

年度に実施

成し、公表

な水道料金

の水道料金

ビス、同一

水収益の減

ることによ

る見通しで

の水量料金

いて（答申

、平成 31 年

料金に統一

料金改定に

設の導入、

度(2026)に

朽化施設の

る見込みで

料金水準(供
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30 年度(2

道事業者は

こととし、

公表するよ

施したアセ

表するよう

金への改定【

金には格差

一料金の観

減少と統合

よる維持管

であるため

金格差是正

申）」におい

年度(2019)

一します。

については

アセット

に現行料金の

増加により

です。 

供給単価)の見

018)より継

、長期的な

そのために

うに努めな

ットマネジ

に努めます

【平成 31 年度

差（20％程度

観点から、こ

合に伴う減価

管理費等の増

、料金改定

については

いて、3 段階

)、平成 33

 

、主要施設

マネジメン

の 10％程度

り更新に必

見通し（消費

継続的に実

な観点から

に、水道施

なければな

ジメントに

す。 

度(2019)よ

度）があり

この料金格

価償却費お

増加、老朽

定が必要で

は、平成 29

階の料金改

年度(2021

設の耐震化

ントによる

度の改定率

要な費用が

費税抜き） 

実施】 

、水道施設

施設の更新に

ならないこと

による更新需

り段階的に実

ますが、簡

格差を是正す

および企業債

朽化施設の更

です。 

年度に「水

改定による激

1)、平成 35

化、近年の水

老朽化施設

率とした料金

がさらに増

 

設の計

に要す

ととす

需要を

実施】 

簡易水

する必

債償還

更新等

水道料

激変緩

5 年度

水源水

設の更

金改定

増加し、



 

５．２ 

 

1）原水

 原水

による汚

ジウム等

び優先度

 塩素

が多い

道第 4 水

す。ま

に水源

 

 

•上

•上

•直

「 安 

水水質に適

にて大腸菌

汚染のおそ

等対策指針

度は以下の

消毒のみを

「直入第 1

水源」につ

た、下片ケ

を廃止する

上水道第２水

上水道第４水

直入第1水源

優先度

(市街地を賄

全 」 

した水処理

菌が検出さ

それがある

針に沿った

のとおりで

を行ってい

1 水源」、竹

ついては優

ケ瀬につい

ることがで

図 5.2.

写

 

水源

水源

度：大

賄う水源)

理施設の整

れたことが

ため、ろ過

対策（紫外

す。 

る日本一の

竹田市街地を

先度を「大

ては、統合

きます。

1 クリプト

写真 5.2.1

•荻中山

•荻陽目

•荻藤渡

•妙見瀬

•戸上

(水
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備【平成 3

がある水源

過池等がな

外線設備等

の炭酸泉で

を賄ってい

大」とし、

合後に上水

トスポリジウ

紫外線設備

山水源

目第1水源

渡水源

瀬ノ口

優先度：中

水量が小さい水

35 年度(20

において、

い水源につ

）を整備し

ある長湯温

いる「上水道

早急な対策

道から送水

ウム等対策優

備（参考）

水源)

23)～平成

クリプト

ついては、

します。整

温泉街へ配

道第 2 水源

策（紫外線

水する計画

優先度 

 

•下片ケ瀬

優先

(別途整備

成 39 年度(2

スポリジウ

クリプトス

整備する内容

配水し、検出

源」および

線設備）を行

画のため、将

先度：小

備により改善)

2027)】 

ウム等

スポリ

容およ

出回数

「上水

行いま

将来的
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2）水質計器の再整備【平成 40 年度以降】 

 より良質な水質での水供給のため、残留塩素計と濁度計を主要施設に設置し、水

質計器による継続的な監視、異常時の早急な対応に努めます。 

なお、残留塩素計および濁度計の設置予定箇所は以下のとおり 31 施設です。 

 

区域 施設名称 
設置計器 

区域 施設名称 
設置計器 

濁度計 残塩計 濁度計 残塩計

上水道 

第１水源地 ○  

荻 

下ノ原配水池  ○ 

第２水源地 ○ ○ 野鹿配水池  ○ 

第４水源地 ○  下ノ原中継槽  ○ 

第１高区配水池  ○ 陽目配水池  ○ 

第２配水池  ○ 陽目第 2水源地 ○ ○ 

第５配水池  ○ 平原中継槽 ○ ○ 

妙見瀬ノ口 水源地 ○ ○ 倉小野水源地 ○  

下片ケ瀬 
第１水源地 ○  陽目第 1水源地 ○  

配水池  ○ 
久住 

沢水浄水場 ○  

戸上 浄水場 ○ ○ 高区第 1配水池  ○ 

松本 配水池 ○ ○ 
都野 

都野浄水場 ○  

荻 

倉小野配水池  ○ 第１配水池  ○ 

叶野配水池  ○ 
白丹 

白丹浄水場 ○  

仏面第１配水池  ○ 白丹配水池  ○ 

仏面第２配水池  ○ 
直入中央 

第１水源地 ○ ○ 

 第２水源地 ○ ○ 

 

写真 5.2.2 残塩計および濁度計（参考） 



 

3）適正

 平成

に基づ

体制を

「水安

全性）

水源か

存在す

を継続

安全な水

づくり

維持管理

等期待

 本市

よび簡易

 

4）鉛製

 現在

新を行

目指し

 

正な水質管

29 年度に

き、安全な

さらに強化

安全計画」

の高い水道

ら給水栓に

る危害を抽

的に監視・

水の供給を

を目指すも

理の向上・

されます。

では、「水安

易水道につ

製給水管の

、上水道に

います。鉛

ます。 

理【継続的

策定した「

な水を供給

化します。 

とは、常に

道水を供給

に至る水道

抽出・特定

制御するこ

を確実にす

もので、安全

・効率化、

 

安全計画」

ついて策定

更新【平成

において、

鉛製給水管

図

的に】 

水安全計画

するための

に信頼性（安

するため、

システムに

し、それら

ことにより

るシステム

全性の向上

技術の継承

を上水道お

しています

成 30 年度(

漏水の主要

を更新する

図 5.2.3 有
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画」

の

安

に

ら

、

ム

上、

承

お

す。 

2018)～平

要因である

ることによ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効率の上昇

 

竹 田

竹

成 34 年度

鉛製給水管

り、県内最

昇【上水道】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.

【①

 

 

 

田 市 水 安 全 計

 

【①竹田市上水道】 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度 

 

 

竹 田 市 上 下 水 道 課

図 5.2.2

(2022)】 

管の箇所を

最低である

 

【
①
竹
田
市
上
水
道
】
  

表
4.
1.
4 

危
害
原
因
事
象
、
関
連
水
質
項
目
、
リ
ス
ク
レ
ベ
ル
、
管
理
措
置
お
よ
び
監
視
方
法
の
整
理
表
（
1
／
3）

 

  

 

3.2.3 リスクレベルの仮設定 

発生頻度と影響程度から表 3.2.3 に示すリ

危害原因事象のリスクレベルを設定した。 

 

表3.2.3 リスクレベル

 
取るに 

足らない 

考

要

ａ 

危
害
原
因
事
象
の
発
生
頻
度 

頻繁に 

起こる 
毎月 Ｅ １ 

起こり 

やすい 

1回/ 

数カ月 
Ｄ １ 

やや 

起こる 

1回/ 

1～3 年 
Ｃ １ 

起こり 

にくい 

1回/ 

3～10 年 
Ｂ １ 

滅多に 

起こらない 

1回/ 

10年以上 
Ａ １ 

 

3.2.4 リスクレベルの比較検証・確定 

3.2.3 項で設定されたリスクレベルを比較

的なリスクレベルを設定した。結果は、危害

ともに表 4.1.4 に示す。 

 

- ①.21 

【①竹田市上水道】

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 第１水源周辺図 

- ①.7 -

①竹田市上水道】 
 

1 

画 

課 

竹田市水

を特定し、順

有効率の上
 

 

- ①.23 -

【①竹田市上水道】 
 

21 

スクレベル設定マトリックスを用いて、

ル設定マトリックス 

危害原因事象の影響程度 

考慮を 

要す 

やや 

重大 
重大 甚大 

ｂ ｃ ｄ ｅ 

４ ４ ５ ５ 

３ ４ ５ ５ 

１ ３ ４ ５ 

１ ２ ３ ５ 

１ １ ２ ５ 

較し、レベルバランスを考慮して、最終

害原因事象、管理措置および監視方法と

-

 
 

7 

水安全計画 

順次更

上昇を

2
3 
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５．３ 「 強 靭 」 
 

1）主要施設の耐震化【平成 30 年度(2018)～平成 40 年度(2028)以降】 

 耐震化計画に基づき、竹田市街地、荻町馬場、桜町、久住、直入町長湯温泉街へ

配水している主要配水池について耐震補強を行い、耐震化を図ります。 

 上水道第3配水池は平成28年度に覆土を撤去することにより配水池への負荷を軽

減して耐震性を向上させましたが、耐震性能を保有させるためには増し打ち等の対

策が必要となります。第 4配水池、第 5配水池等については、増し打ちによる補強

を実施し、また、スカイコート高架水槽は廃止して、給水ポンプユニットによる給

水に切り替えることで対応する計画です。 

なお、その他施設については、更新時に耐震性能を保持した施設への更新を行う

ことで、耐震化を図ります。 

 

表 5.3.1 耐震化対象施設 

実施目標年度 耐震化対象施設 

H34 年度(2022)まで 

上水道第３配水池（有効容量 180m3、覆土撤去済み） 

上水道第４配水池（有効容量 248m3） 

上水道第５配水池（有効容量 352m3） 

スカイコート高架水槽 

H34 年度(2022)から 

H36 年度(2024)まで 

荻下ノ原配水池（有効容量：365m3） 

久住低区第１配水池（有効容量：327m3） 

直入中央第１配水池（有効容量：307m3） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（覆土撤去前）             （覆土撤去後） 

写真 5.3.1 上水道第 3 配水池（耐震工事） 

 

耐
震
性
の
向
上 



 

写真 5

  

写真 5

写真

 

 

5.3.2 上水

5.3.4 ｽｶｲ

真 5.3.6 久

水道第 4 配水

ｺｰﾄ高架水槽

久住低区第 1

 

水池(現況)

 

槽(現況) 

1 配水池(現
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   写真

  

   写真

 

現況) 写真

真 5.3.3 上

真 5.3.5 荻

5.3.7 直入

上水道第 5 配

荻下ノ原配水

入中央第 1 配

配水池(現況

水池(現況) 

配水池(現況

 

況) 

  

 

況) 
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2）重要な給水施設への供給ラインの耐震化 

【平成 35 年度(2023)～平成 40 年度(2028)以降】 

 指定避難所や医療機関等の重要給水施設に給水する管路の耐震化を推進します。 

なお、指定避難所は、「竹田市防災マップ（平成 29 年 3 月版）」によるものです。 

 

表 5.3.1 指定避難所一覧 

地区名 施設名 地区名 施設名 

上水道 竹田小学校体育館 荻 福祉健康エリア 

上水道 竹田高等学校体育館 荻 荻小学校体育館 

上水道 竹田中学校体育館 荻 緑ヶ丘中学校体育館 

上水道 竹田市総合運動公園 久住 久住公民館 

上水道 南部小学校体育館 久住 久住小学校体育館 

松本 竹田南部中学校体育館 白丹 白丹公民館 

－ 入田分館 － 久住中学校体育館 

－ 祖峰小学校体育館 白丹 白丹小学校体育館 

－ あ祖母学舎 都野 都野公民館 

妙見瀬ノ口 福祉施設はくすい 都野 都野小学校体育館 

－ 菅生小学校体育館 都野 都野中学校体育館 

－ 菅生分館 直入中央 直入中学校体育館 

－ 宮城台小学校体育館 直入中央 直入小学校体育館 

－ 宮城分館 直入中央 道の駅「ながゆ温泉」湯の郷ふれあい館 

－ 城原小学校体育館 直入中央 直入セミナーハウス 

－ 城原地区館 直入中央 竹田市 B＆G直入海洋センター体育館 

直入中央 ドイツ村簡易宿泊施設 

※：「－」は、上水道、簡易水道外の組合営簡易水道あるいは飲料水供給施設より給水して

いる施設である。 
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3）自家用発電設備の整備【平成 40 年度以降】 

 災害時等においても、水道水を確保できるように、水量が多い上水道第 1水源、

荻陽目第 1・第 2水源を優先に自家用発電設備を整備します。 

 

 

写真 5.3.7 自家用発電設備（参考） 

 

4）応急給水の準備対応【継続的に】 

災害時における水道の応急給水、応急復旧は、「竹田市水道事事業継続計画」、「竹

田市防災活動職員初動マニュアル」および「竹田市水道ビジョン（平成 22 年 3 月）」

で定めている、災害時の速やかな応急給水、応急復旧に備えます。 

 

5）様々な危機事象に関するマニュアルの充実化 

【平成 32 年度(2020)～平成 34 年度(2022)】 

地震、風水害等様々な危機事象に対するマニュアルをさらに充実させます。 
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５．４ 実施スケジュール（案） 

年  度 
前  期 後  期 H40

以降H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

簡易水道事業の統合            

計画的、効率的な水道施

設の改築、更新 
           

施設の定期的な維持・修

繕の実施 
           

水道施設台帳の整備            

施設の再構築            

更新需要を含む収支の

作成 
           

「いつまでも」供給可能

な水道料金への改定 
           

原水水質に適した水処

理施設の整備 
           

水質計器の再整備            

適正な水質管理            

鉛製給水管の更新            

主要施設の耐震化            

重要な給水施設への供

給ラインの耐震化 
           

自家用発電設備の整備            

応急給水の準備対応            

様々な危機事象に関す

るマニュアルの充実化 
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平成３０年３月 

 

竹 田 市 上 下 水 道 課 

     〒878－8555   大分県竹田市大字会々1650 

TEL(0974)63－1046、FAX(0974)63－0909 
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